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面会制限の段階的解除について 

 

いつも四季の華の運営にご協力いただき、まことにありがとうご

ざいます。国及び愛知県において、新型コロナウィルスの緊急事態宣

言が解除されたことを受け、四季の華も６月２２日（月）以降、段階

的に面会制限を解除していくこととしますので、ご連絡いたします。 

面会に際して、守っていただきたい事項を(別紙)のように定めさせ

ていただきます。皆様のご理解とご協力賜りますよう、お願い申し上

げます。 

今後、皆様が安心してご家族に会っていただけるようにしていき

たいと思います。ご家族皆様それぞれのご協力のもとに成り立ちま

す。別紙ルールを守っていただけない場合、面会制限を再開する可能

性がございます。 

なお、国もしくは愛知県から再度、緊急事態宣言が発令された場合

には、これまで通り、面会制限をいたしますので、よろしくお願いい

たします。 



（別紙） 

 ・面会時に玄関で体温測定をさせていただきます。発熱（３７．５

度以上）・せき・くしゃみ等の風邪症状がある場合は面会できません。 

 ・マスク着用のうえ、各居室に行く前に必ず、１階多目的ホールの

洗面所で手洗い・手指消毒をお願いします。 

 ・複数での面会はご遠慮ください。 

 ・家族であっても、中学生以下の面会はご遠慮ください。 

 ・面会時間は当面１４：００～１６：００とさせていただきます。 

 ・面会時間は３０分以内でお願いします。 

 ・面会場所は居室内のみとし、フロア間の移動はしないようにお願

いします。 

 ・ご家族同伴の外出も当面ご遠慮いただきますようお願いいたし

ます。 

 ・前日までに面会時刻の予定をご連絡ください。同時刻に複数の面

会希望がある場合はお時間の変更をお願いする場合があります。 

 ・面会前に人が密集しているところに立ち寄らずに来ていただく

ようにお願いいたします。 

 


